
１．適切な保健管理（学校環境衛⽣）の実施
（１）環境衛⽣検査の徹底
（２）学校環境衛⽣基準の改正等
（３）その他関係資料

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）薬物乱⽤に関する現状と課題
（２）薬物乱⽤防⽌教育の内容・薬物乱⽤

防⽌教室の充実強化
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嶋根卓也. 他︓令和６年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業「薬物乱⽤・依存状況の実態把握のための全国調査と近年の動向を踏まえた⼤⿇等の乱⽤に関する研究」

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）中学⽣の性別⽣涯喫煙経験率の年次推移
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嶋根卓也. 他︓令和６年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業「薬物乱⽤・依存状況の実態把握のための全国調査と近年の動向を踏まえた⼤⿇等の乱⽤に関する研究」

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）中学⽣の性別⽣涯飲酒経験率の年次推移



％患者数
28.0304覚せい剤

主たる薬物

2.328揮発性溶剤
8.6105⼤⿇
0.4５コカイン
0.1１ヘロイン
0.6７MDMA
0.6７MDMA以外の幻覚剤
0.810危険ドラッグ類
22.6276睡眠薬・抗不安薬
0.2３鎮痛薬（処⽅⾮オピオイド系）
0.810鎮痛薬（処⽅オピオイド系︓弱オピオイド含む）
25.6312市販薬（鎮咳薬・感冒薬・鎮痛薬・睡眠薬など）
0.2３ADHD治療薬
0.78その他
8.5104多剤

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）精神科病院を受診した薬物依存症患者の主たる使⽤薬物（１年以内に使⽤あり）

嶋根卓也. 他︓令和６年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業「薬物乱⽤・依存状況の実態把握のための全国調査と近年の動向を踏まえた⼤⿇等の乱⽤に関する研究」



「薬物乱⽤・依存状況の実態把握のための全国調査と近年の動向を踏まえた⼤⿇等の乱⽤に関する研究」をもとに作成
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２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）主たる使⽤薬物（１年以内に使⽤あり）別の年代別薬物依存症患者数



２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）中学⽣・⾼校⽣の覚醒剤事犯検挙⼈員の年次推移

「令和７年における少年⾮⾏及び⼦供の性被害の状況」（令和８年２⽉警察庁⽣活安全局⼈⾝安全・少年課）
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「第六次薬物乱⽤防⽌五か年戦略フォローアップ」、「第五次薬物乱⽤防⽌五か年戦略フォローアップ」、
「第四次薬物乱⽤防⽌五か年戦略及び危険ドラッグの乱⽤の根絶のための緊急対策フォローアップ」、
「第三次薬物乱⽤防⽌五か年戦略フォローアップ」をもとに作成

（⼈）

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）中学⽣・⾼校⽣の⼤⿇事犯検挙⼈員の年次推移

(年)

⾼校⽣

中学⽣



「飲酒・喫煙・薬物乱⽤についての全国中学校意識・実態調査（2024年）」、「飲酒・喫煙・薬物乱⽤についての全国中学校意識・
実態調査（2022年）」、「飲酒・喫煙・薬物乱⽤についての全国中学校意識・実態調査データブック1996-2018」をもとに作成

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）⼤⿇の使⽤を容認する考えを持つ中学⽣の割合の年次推移
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※令和７年11⽉から12⽉までの間に⿇薬取締法違反（⼤⿇単純所持⼜は単純施⽤）で検挙された者の
うち、1,006⼈分と、平成29年10⽉から11⽉までの間に⼤⿇取締法違反（単純所持）で検挙された者
のうち、535⼈分について⽐較したデータ

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）⼤⿇を初めて使⽤した年齢
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２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）⼤⿇を初めて使⽤した年齢（20歳未満）

「令和７年における組織犯罪の情勢」（令和８年４⽉警察庁組織犯罪対策部）
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２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）⼤⿇及び覚醒剤に対する危険（有害）性の認識の⽐較

「令和７年における組織犯罪の情勢」（令和８年４⽉警察庁組織犯罪対策部）



厚⽣労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou
/index.html）より

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）CBD製品への注意喚起

CBD EAST 
GUMMIES いちご味

市場に流通しているCBD（カンナビジオール）製品の検査が⾏われており、
残留限度値を超える⿇薬であるΔ9-THCが検出される製品がある。
本製品は、⿇薬及び向精神薬取締法上の「⿇薬」に該当する疑いがある製

品であることから、厚⽣労働省ホームページにおいて、販売、購⼊、摂取等を決
して⾏わないよう注意喚起がされている。

ピローCBD ナイトドリンク

AZALEA CBD WAX broad 
spectrum OG. KUSH 

CBD90%

CANNAXIA CBD LIQUID 
01 Natural Hemp ⾼濃度

1000mg配合

プラスウィードワックスＣＢＤ
５０％＜オージークッシュ＞

○ CBDについて
⼤⿇由来成分であるが、同じ⼤⿇由来成分であるTHCと異なり、有害性がないため規制されておらず、⾷品や

サプリメント、化粧品等として流通している。
医薬品医療機器等法や⿇薬及び向精神薬取締法などの規制対象とはなっていない。



２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）中学⽣・⾼校⽣の⿇薬等事犯検挙⼈員の年次推移

「令和７年における少年⾮⾏及び⼦供の性被害の状況」（令和８年２⽉警察庁⽣活安全局⼈⾝安全・少年課）
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「第六次薬物乱⽤防⽌五か年戦略フォローアップ」、「第五次薬物乱⽤防⽌五か年戦略フォローアップ」をもとに作成

（⼈）

549

1040

826

653

383

183
140 130

275
340

486

18 28 10 2 1 1 2 3 17 29 41

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

総数

20歳未満

(年)

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）危険ドラッグ（指定薬物）事犯検挙⼈員の年次推移



国内未承認の医薬品成分
「エトミデート」が含まれる製品の⼀例

厚⽣労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/content/11126000/001483514.pdf）より

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）危険ドラッグを使⽤した電⼦タバコ



「薬物使⽤と⽣活に関する全国⾼校⽣調査2021」（国⽴研究開発法⼈国⽴精神・神経医療研究センター）
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２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）市販薬の乱⽤経験別の「医薬品の不適切使⽤が薬物乱⽤になることを知らない」⾼校⽣の割合



２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）市販薬の乱⽤経験のある⾼校⽣の特徴（乱⽤経験のない⾼校⽣との⽐較）

第２回医薬品の販売制度に関する検討会資料３ 嶋根参考⼈提出資料
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２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）市販薬の乱⽤経験のある⾼校⽣の特徴（乱⽤経験のない⾼校⽣との⽐較）

「薬物使⽤と⽣活に関する全国⾼校⽣調査2021」（国⽴研究開発法⼈国⽴精神・神経医療研究センター）



割合（％）⼊⼿先

64.2薬局・ドラッグストア等の実店舗
33.3家の常備薬

3.6友⼈・恋⼈・知⼈
3.5インターネット

嶋根卓也. 他︓令和６年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究
事業「薬物乱⽤・依存状況の実態把握のための全国調査と近年の動向を踏まえた⼤⿇等の乱⽤に関する研究」から抜粋

※ 複数回答可

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）市販薬乱⽤経験のある中学⽣の市販薬の⼊⼿先



厚⽣労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001673216.pdf）より

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）乱⽤のおそれのある市販薬の販売規制の改正



厚⽣労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001673216.pdf）より

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（１）乱⽤のおそれのある市販薬の販売規制の改正



２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）薬物乱⽤防⽌教育・教室の充実強化

２．戦略策定上の重要項⽬
（５）薬物乱⽤政策についての国際社会との連携・協⼒強化と積極的な発信

仕出地・中継地の広域化に伴う薬物密輸ルートの複雑化への対応については、海外機関と国際的に
連携した取締りが重要であることから、⼀層の連携強化を図る必要がある。
諸外国においては、近年では⼀部の国々の潮流として、薬物政策を転換し、嗜好⽤途での⼤⿇使⽤を

合法化する動きや、ハームリダクション政策として、薬物使⽤者に対する⾮犯罪化、⾮刑罰化等を推進す
る動きがある。⼀⽅、我が国の違法薬物の⽣涯経験率は、諸外国と⽐して著しく低く、予防政策を含む
薬物政策が功を奏していると⾔える。我が国の安全、安⼼を引き続き確保していく上でも、 我が国の薬物
政策は今後も維持すべきであり、我が国の薬物政策の特徴や利点についての国際的な理解を進め、予
防政策や啓発活動の継続、発展的検討の重要性について国際社会への発信を強化 し、連携・協⼒し
ていく必要がある。



２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）薬物乱⽤防⽌教育・教室の充実強化

⽬標1
⻘少年を中⼼とした広報・啓発を通じた国⺠全体の規範意識の向上による薬物乱⽤未然防⽌

（１）学校における薬物乱⽤防⽌教育及び啓発の充実
児童⽣徒等が、薬物乱⽤の危険性・有害性について正しい知識を持ち、 薬物乱⽤を拒絶する規範意

識を向上させることができるよう、⼩学校、中学校及び⾼等学校における指導・教育内容の充実を図ると
ともに、指導者が、科学的知⾒に基づいた適切な指導・教育⽅法を修得するため、また、⼤学等の学⽣
に対する啓発活動の推進を図るため、以下のような取組を⾏う。

（薬物乱⽤防⽌教室の充実強化）
・ 薬物乱⽤防⽌教室は、学校保健計画に位置付け、すべての中学校及び⾼等学校において年１回

は開催するとともに、地域の実情に応じて⼩学校においても開催に努める。（⽂部科学省、警察庁）
・ 関係機関が連携し、薬物乱⽤防⽌教室で活⽤するための有効な資材の研究・開発を⾏う。（厚⽣労

働省、警察庁、⽂部科学省）
・ 薬物等に関する専⾨知識を有する警察職員、⿇薬取締官、学校薬剤師、矯正施設職員、保健

所職員、税関職員等が連携し、学校等における薬物乱⽤防⽌教室を充実強化する。（⽂部科学省、
警察庁、財務省、法務省、厚⽣労働省）

（薬物乱⽤防⽌教育の内容の充実強化）
・ 学校における薬物乱⽤防⽌教育は、⼩学校の体育科、中学校及び⾼等学校の保健体育科、特

別活動の時間はもとより、道徳、総合的な学習の時間等の学校の教育活動全体を通じて指導が⾏
われるよう引き続き周知を図る。（⽂部科学省）

・ 児童⽣徒が、薬物乱⽤の危険性・有害性のみならず、薬物乱⽤は、好奇⼼、投げやりな気持ち、
過度のストレスなどの⼼理状態、断りにくい⼈間関係、宣伝・広告や⼊⼿しやすさなどの社会環境な
どによって助⻑されること、また、それらに適切に対処する必要があることを理解できるようにするため、
指導⽅法の⼯夫が⾏われるよう⼀層の周知を図る。（⽂部科学省）



薬物乱⽤防⽌では、⼀次予防が最も本質的な
予防策である。
⼀次予防は、依存性薬物を使⽤するきっかけそ
のものを除いたり、各個⼈がきっかけとなる誘因
を避けたり、あるいは拒絶したりすることができる
ようになることを⽬標とするものである。

⼀次予防の視点

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）薬物乱⽤防⽌の基本的な考え⽅

「薬物乱⽤防⽌教室マニュアルー令和５年度改訂ー」
（公益財団法⼈⽇本学校保健会）



医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
（国⺠の役割）
第１条の６ 国⺠は、医薬品等を適正に使⽤するとともに、これらの有効性及び安全性に
関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。

薬物乱⽤とは
医薬品も、例えば、睡眠薬を睡眠薬遊びのために使うことは、⽬的の
逸脱であり、薬物乱⽤である。また、早く治りたいからや、効きがよくな
いという⾃⼰判断で⽤法（頻度を含む）、⽤量に関して、医師、薬
剤師⼜は医薬品の説明⽂書の指⽰に従わないことも、指⽰に対する
逸脱という点から薬物乱⽤である。

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）薬物乱⽤の定義と医薬品のルール

「薬物乱⽤防⽌教室マニュアル」（公益財団法⼈⽇本学校保健会）



「「令和の⽇本型学校教育」の構築を⽬指して〜全ての⼦供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの
実現〜（答申）」（令和３年１⽉２６⽇中央教育審議会 ）

第Ⅱ部 各論
２．９年間を⾒通した新時代の義務教育の在り⽅について
（２）教育課程の在り⽅
② 補充的・発展的な学習指導について
ア 補充的・発展的な学習指導
○ また，従前から，いずれの学校においても学習指導要領において⽰

している内容に関する事項は取り扱わなければならないとした上で，
学校において特に必要がある場合は，異なる学年の内容を含めて学
習指導要領に⽰していない内容を加えて指導することができることとさ
れている。児童⽣徒の学習状況に応じ，学年や学校段階を超えて
先の学年・学校の内容を学習したり，学び直しにより基礎の定着を図
ったりすることも考えられる。

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）発展的な学習指導、学年等を超えた先の学年等の内容の学習



２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）薬物乱⽤防⽌教育の充実強化

掲載URL︓https://www.gakko
hoken.jp/books/archives/277

作成の⽬的
① 新たに問題となっている薬物に関する
乱⽤防⽌の指導の充実

② ICT活⽤の視点を盛り込んだ薬物乱
⽤防⽌教育に資するスライド資料集の作
成
特⻑
＜⼩学校＞
有機溶剤等に加えて、⼤⿇、医薬品の

過量服薬による悪影響などの内容を充実
＜中学校・⾼等学校＞
市販薬乱⽤による害や乱⽤のきっかけ、

社会環境への対策などの内容の充実
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２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）薬物乱⽤防⽌教室開催率の年次推移

（％）

「薬物乱⽤防⽌教室開催状況調査」をもとに作成

H28 H29 H30 R3R2R1
0.0

※義務教育学校前期は⼩学校、義務教育学校後期及び中等教育学校前期は中学校、中等教育学校後期は⾼等学校に分類して集計

R4 R5

中学校

⾼等学校

⼩学校



⼩学校学習指導要領（平成29年告⽰）解説総則編
第３章第４節の１
（４）指導⽅法や指導体制の⼯夫改善など個に応じた指導の充実
指導体制の⼯夫に当たっては，教師⼀⼈⼀⼈にも得意の分野など様々な特性があるので，それを⽣かしたり，学

習形態によっては，教師が協⼒して指導したりすることにより，指導の効果を⾼めるようにすることが⼤切である。その具
体例としては，専科指導やティーム・ティーチング，合同授業，交換授業などが考えられ，各学校の実態に応じて⼯
夫することが望ましい。また，⾷育その他の⼼⾝の健康の保持増進に関する指導においてこれらについての専⾨性を有
する養護教諭や栄養教諭の積極的な参画・協⼒を得たりすること，学校内にとどまらず，学校外の様々な分野の専
⾨家の参加・協⼒を得たりすることなど様々な⼯夫を⾏い，指導の効果を⾼めることが⼤切である。

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）専⾨家の活⽤の効果

「薬物乱⽤防⽌教室マニュアルー令和５年度改訂ー」（公益財団法⼈⽇本学校保健会）



２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）問題となっている薬物等に関する専⾨知識を有する専⾨家の活⽤

・主な対象︓⼩中⾼等学校
・制 作︓令和6年3⽉
・掲載URL︓https://www.gakko
hoken.jp/books/archives/269

第３章 薬物乱⽤防⽌教室の進め⽅



２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）薬物乱⽤防⽌教育と薬物乱⽤防⽌教室との連携（例）

①これまでの薬物乱⽤防⽌に関する学習内容、「薬物乱⽤防⽌教室」における指
導内容の確認、薬物乱⽤に関する児童⽣徒の知識と意識、この問題に係る⾏動
の実態把握

②関連授業の実施
＜体育・保健体育＞

④学級活動・ホームル
ーム活動の実施

③講師との内容の打ち合わせ
・児童⽣徒の実態と意識（興味・関⼼を含む）
・これまで及びこれからの当該校における薬物乱⽤防⽌
教育等の状況
・当該校における薬物乱⽤防⽌教室に係る課題
・学習のねらい、評価、指導上の留意点、進め⽅(⽅法)
・講師に期待する内容 等

⑤薬物乱⽤防⽌教室（体育・保健体育）の実施

⑥学級活動・ホームルーム活動の実施

関連教科等
との⼀連の
教育



１．学校側が主体となって企画・運営を⾏う。どのようなテーマがよいか
学校全体で検討する。

２．職員会議等で、学校保健計画に基づき薬物乱⽤防⽌教室の
開催予定を周知する。全教職員の共通理解のもとに進める。

３．テーマを踏まえて講師を選ぶ。関係者、関係機関との継続した
連携体制づくりへ発展できるようにする。

４．講師の使う資料をあらかじめ確認する。
５．（略）

ポイント 講師との確認事項
１．児童⽣徒及び家庭や地域の実態
２．学校における薬物乱⽤防⽌教育、健康教育や⽣徒指導の

取組の現状
３．薬物乱⽤防⽌教室を開催する⽬的、講話に期待する内容、

配慮事項
４．学校側の責任者、連絡担当者、連絡⽅法

・ テーマの決定
・ 実施時期
・ 講師の選定
・ 責任者の決定

薬物乱⽤防⽌教
室を踏まえて、体育
科、保健体育科及
び特別活動等で関
連した指導を⾏う。

２．薬物乱⽤防⽌教育の推進
（２）薬物乱⽤防⽌教室の開催に当たっての留意事項



ご清聴ありがとうございました。




